
��������	
�������� ��

は
、労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇
用

保
険
）に
加
入
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。 「
労
働
保
険
」は
、政
府
が

管
理
・
運
営
し
て
い
る
強
制
的
な

保
険
で
あ
り
、原
則
と
し
て
労
働

者
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
れ
ば
、

事
業
主
は
労
働
保
険
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

�
�
��
�
�
�
�
岩
手
労
働
局

労
働
保
険
徴
収
室�
０
１
９（
６

０
４
）３
０
０
３
ま
た
は
一
関
労

働
基
準
監
督
署�
�
４
１
２
５
、

一
関
公
共
職
業
安
定
所�
�
４
１

３
５

　
　

月
４
日
か
ら
岩
手
県
最
低
賃

１０
金
が
、時
間
額
６
２
８
円
か
ら
６

３
１
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
事
業
主
は
、そ
の
雇

用
す
る
労
働
者（
パ
ー
ト
、ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
を
含
む
）に
最
低
賃
金

額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、最
低
賃
金

を
理
由
に
一
方
的
に
労
働
者
の
賃

金
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ

ま
せ
ん
。

　

賃
金
額
が
、時
間
額
６
３
１
円

を
下
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、発

効
日
か
ら
時
間
額
６
３
１
円
以
上

と
な
る
よ
う
賃
金
額
を
改
定
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。※
最
低
賃
金

に
は
、精
皆
勤
手
当
、通
勤
手
当
、

家
族
手
当
、賞
与
、時
間
外
・
休
日
・

深
夜
手
当
な
ど
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

�
�
��
�
�
�
�
岩
手
労
働
局

　
�
労
災
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
、

労
働
災
害
や
通
勤
災
害
に
よ
り
重

度
の
障
が
い
を
負
っ
た
人
や
、遺
族

に
対
し
て
▼
各
種
相
談
業
務
▼
義

肢
装
着
者
講
習
会
・
介
護
者
講
習
会

▼
在
宅
介
護
支
援
・
福
祉
用
具
購
入

費
助
成
、盲
導
犬
の
貸
与
▼
重
度
障

害
者
の
絵
画
な
ど
作
品
展
の
開
催

―
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
��
�
�
�
	
�


同

セ
ン
タ
ー
岩
手
労
災
年
金
相
談
所

�
０
１
９（
６
０
４
）６
０
３
３

ホ
ー
ム
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ー
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月　

日�
〜　

日�

１１

１０

３０

９
時
〜　

時（�
�
�
含
む
）◇�

１７

�
�
本
庁
会
議
室
棟
第
１
会
議
室

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
▼
石

畑
・
上
日
照
・
上
坊
の
各
一
部
▼
中

里
字
沖
田
・
南
白
幡
・
神
明
の
各
一

部
▼
中
里
字
下
日
照
・
雲
南
・
照

井
・
新
照
井

�
�
��
�
�
�
�
本
庁
国
土
調

査
室�
�
８
４
３
８

　　

労
働
者（
ア
ル
バ
イ
ト
も
含
む
）

を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事
業
主

賃
金
室�
０
１
９（
６
０
４
）３
０

０
８
ま
た
は
一
関
労
働
基
準
監
督

署�
�
４
１
２
５

　

私
立
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生

徒
の
修
学
に
係
る
保
護
者
等
の
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、保
護
者

等
が
支
払
う
授
業
料
に
対
し
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
1
人
あ
た
り
年
額

２
万
１
６
０
０
円�
�
�
�
市
に

住
所
が
あ
り
、　

月
１
日
現
在
、私

１０

立
高
等
学
校
に
在
学
し
て
い
る
生

徒
を
養
育
す
る
人
で
、生
徒
1
人

に
つ
き
年
額
２
万
１
６
０
０
円
以

上
の
授
業
料
を
お
さ
め
て
い
る
人

の
う
ち
、▼
生
活
保
護
法
第
６
条

第
１
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
▼

生
活
保
護
法
第
６
条
第
２
項
に
規

定
す
る
要
保
護
者
▼
地
方
税
法
の

規
定
に
よ
り
当
該
年
度
の
市
民
税

を
課
さ
れ
て
い
な
い
▼
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
の
市
民

税
の
う
ち
所
得
割
の
納
付
を
要
し

な
い
▼
国
民
年
金
法
の
規
定
に
基

づ
き
保
険
料
の
納
付
を
要
し
な
い

▼
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
り
前
年

分
の
所
得
税
の
納
付
を
要
し
な
い

▼
児
童
扶
養
手
当
法
の
規
定
に
よ

り
児
童
扶
養
手
当
を
支
給
さ
れ
て

い
る
▼
不
慮
の
災
害
に
よ
り
前
各

号
の
者
と
同
等
と
市
長
が
認
め
る

―
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人�

�
�
�
�
�
補
助
金
交
付
申
請
書

に
▼
在
学
証
明
書（　

月
１
日
現
在

１０

の
在
学
を
証
明
す
る
も
の
）▼
世
帯

全
員
の
課
税
証
明
書
な
ど
、交
付
対

象
者
と
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
―
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
市
教
育
委
員

会
学
校
教
育
課�
�
６
５
９
３

　

市
で
は
、幼
稚
園
教
育
の
充
実

を
図
る
た
め
、幼
稚
園
就
園
奨
励

費
補
助
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、市
内
に
居
住
し
、私
立

幼
稚
園
保
育
料
な
ど
の
負
担
が
大

き
い
家
庭
を
対
象
に
、保
育
料
の

一
部
を
市
が
補
助
す
る
事
業
で
す
。

　

世
帯
の
税
額
と
家
族
構
成
に
よ

っ
て
補
助
額
が
算
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
、第
３
子
以
降
の
保
育
料
は

無
料
と
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
父
、母（
専
業
主

婦
）、小
学
校
１
年
生
、幼
稚
園
児

の
４
人
家
族
世
帯
で
父
の
市
民
税

所
得
割
額
が
５
万
６
２
０
０
円
の

と
き
、年
額
８
万
７
０
０
０
円（　
２１

年
度
実
績
）の
補
助
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

�
�
��
�
�
�
�
市
教
育
委
員

会
学
校
教
育
課�
�
６
５
９
３

　
　

月
か
ら
、社
会
保
険
庁
か
ら

１０
委
託
を
受
け
た�
オ
リ
エ
ン
ト

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、国
民
年

金
保
険
料
が
未
納
に
な
っ
て
い
る

人
に
対
す
る
電
話
や
文
書
、戸
別
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す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。今

回
、特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
た
の

は「
公
的
年
金
に
係
る
住
民
税
」の

み
で
す
。年
金
以
外
の
所
得（
不
動

産
、給
与
な
ど
）に
か
か
る
住
民
税

は
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、年
金
支
給
額
か
ら
所
得

税
・
介
護
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険

税
・
長
寿
医
療
保
険
料
を
特
別
徴

収
し
た
後
の
額
が
住
民
税
額
よ
り

少
な
い
場
合
は
、納
付
書
ま
た
は

口
座
振
り
替
え
を
利
用
し
て
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
昭
和　

年
４

１９

月
２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
で
、

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
が
年
額　

万
１８

円
以
上
で
介
護
保
険
料
が
特
別
徴

訪
問
な
ど
に
よ
り
、納
付
や
免
除

等
申
請
の
案
内
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

戸
別
訪
問
で
、国
民
年
金
保
険

料
の
お
支
払
い
を
お
願
い
す
る
際

に
は
、必
ず
顔
写
真
入
り
の「
納
付

督
励
員
証
明
書
」を
提
示
し
、自
身

に
つ
い
て
名
乗
り
ま
す
。個
人
情

報
を
聞
き
取
り
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。ご
不
審
な
点
が
あ
れ
ば
、

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

�
�
��
�
�
�
�
一
関
社
会
保

険
事
務
所�
�
４
２
４
６

　

国
民
の
皆
様
の
信
頼
に
応
え
、

一
層
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
実
現
を

目
指
し
、社
会
保
険
庁
は
組
織
・
人

員
を
一
新
し
、「
日
本
年
金
機
構
」

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

　

お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所
は
、

新
た
に「
年
金
事
務
所
」と
名
称
が

変
わ
り
ま
す
が
、年
金
相
談
な
ど

の
窓
口
と
し
て
引
き
続
き
利
用
で

き
ま
す
。

�
�
��
�
�
�
�
一
関
社
会
保

険
事
務
所�
�
４
２
４
６

　

所
得
税
、介
護
保
険
料
、国
民
健

康
保
険
税
な
ど
に
続
き
、　

月
か

１０

ら
市
・
県
民
税
に
つ
い
て
も
公
的

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
ま

す
。こ
の
変
更
は
、納
税
方
法
を
変

更
す
る
だ
け
で
、税
負
担
が
増
加

収
さ
れ
て
い
る
人�
�
�
�
�
�

�
�
�
社
会
保
険
庁
、国
家
公
務

員
共
済
組
合
連
合
会
、地
方
公
務

員
共
済
組
合
な
ど
か
ら
支
給
さ
れ

る
年
金
※
遺
族
年
金
や
障
害
年
金

な
ど
非
課
税
年
金
を
除
く
。��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
▼

特
別
徴
収
開
始
後
に
死
亡
し
た
▼

他
の
市
区
町
村
に
転
出
し
た
▼
特

別
徴
収
開
始
後
に
公
的
年
金
に
係

る
住
民
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
▼

公
的
年
金
が
支
給
停
止
に
な
っ
た

―
人
な
ど
※
こ
の
場
合
、納
付
書

ま
た
は
口
座
振
り
替
え
を
利
用
し

て
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
本
庁
税
務
課

市
民
税
係
ま
た
は
各
支
所
市
民
課

税
務
係������
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